
 

●●公募契約書第▲▲号 

原案共同作成事業契約書 

 

一般財団法人日本規格協会（以下「甲」という。)と           （以下「乙」という。）

とは、日本産業規格（以下「ＪＩＳ」という。）原案共同作成事業（以下「共同作成事業」とい

う。）に関し、以下のとおり契約する。 

 

（目的） 

第１条 本契約は、産業標準化法第１２条に基づき主務大臣に申出る日本産業規格原案（以下「Ｊ

ＩＳ原案」という。）及びＪＩＳ原案解説（以下「ＪＩＳ解説」という。）の共同作成、作成後

のＪＩＳ原案及びＪＩＳ解説の取扱い、申出後のフォローアップ等について規定する。 

２ 甲及び乙は、産業標準化法の目的が、適正かつ合理的な産業標準の制定及び普及により産業標

準化を促進することによって、鉱工業品などの品質の改善、生産能率の増進その他生産の合理

化、取引の単純公正化及び使用又は消費の合理化を図り、あわせて公共の福祉の増進に寄与する

ことであることを十分に認識し、ＪＩＳ原案及びＪＩＳ解説の作成及び取扱いが同法の目的に合

致するように留意しなければならない。 

 

（共同作成事業内容及び役割） 

第２条 甲及び乙は、本契約に従い別紙に記載のＪＩＳ原案及びＪＩＳ解説の作成を共同して行

う。 

２ 共同作成事業の分担については以下のとおりとする。ただし、分担が明らかでないもの、又は

分担に疑義が生じた場合には、速やかに甲乙協議して定めるものとする。 

（１）甲： 

 ① 原案作成計画の承認及び実施管理 

 ② ＪＩＳ原案作成委員会（以下「原案作成委員会」という。）の運営方法、及び電子申出に必

要な書類の作成に係る指導 

 ③ ＪＩＳ原案及びＪＩＳ解説の様式、用字・用語、引用規格等に係る指導 

 ④ テンプレート操作方法の教示 

 ⑤ 様式チェックによる方向性・内容の確認 

 ⑥ 特定標準化機関(以下「CSB」という。)としてのパブリックコメントの実施 

 ⑦ 電子申出のためのＪＩＳ原案及びＪＩＳ解説の内容審査（様式、用字・用語、引用規格等） 

 ⑧ 電子申出のためのテンプレート化（ＪＩＳ原案及びＪＩＳ解説）の確認 

 ⑨ その他電子申出書類の確認 

 ⑩ 電子申出 

 ⑪ 日本産業標準調査会（以下「ＪＩＳＣ」という。）指摘事項への対応 

 ⑫ ＪＩＳの普及（説明会の実施、関連図書の作成等）及び外部関係者からの当該ＪＩＳへの質

問対応 

  



 

（２）乙： 

 ① 原案作成計画の立案及びスケジュール管理  

 ② 原案作成委員会の適正な運営、並びにＪＩＳ原案及びＪＩＳ解説に係る技術的内容の審議  

③ 原案等作成委員会に関する手順書（以下「手順書」という。）に基づく運営 

 ④ CSBとしてのパブリックコメントに対する対応  

 ⑤ テンプレートによるＪＩＳ原案及びＪＩＳ解説の作成  

 ⑥ 第１４条(３)から(８)までに定める書類の作成  

 ⑦ ＷＴＯ/ＴＢＴ協定第４条１項に基づいた意見受付公告へのコメントに対する対応 

 ⑧ ＪＩＳ原案及びＪＩＳ解説の説明 

 ⑨ ＪＩＳＣ指摘事項への対応  

 ⑩ ＪＩＳの普及（説明会の実施、関連図書の作成等）及び外部関係者からの当該ＪＩＳへの質

問対応  

 ⑪ ＪＩＳに係る産業標準化法の規定に基づく５年見直しへの対応  

３ 共同作成事業内容の詳細については、第１項規定の別紙１に記載する。  

 

（原案作成委員会運営費）  

第３条 甲は、乙の提出した見積もりに基づき、原案作成委員会運営費に係る甲負担部分を決定す

る。  

２ 甲は、前項によって決定した原案作成委員会運営費に係る甲負担部分として、金     円

（消費税込み）を乙に支払う。  

  なお、支払い時期及び方法は、第18条に規定する。 

 

（契約期間） 

第４条 契約期間は、次のとおりとする。 

 契約期間：契約締結日から20●●年●●月●●日まで 

なお、契約締結日～20●●年●●月●●日までは、準備期間とする。 

 

（原案等作成マニュアルなど） 

第５条 乙は、共同作成事業の目的を十分に認識し、ＪＩＳＣ事務局で策定したＪＩＳ等原案作成

マニュアル（以下 ｢原案作成マニュアル｣という。）に従い、公平性、透明性、客観性を担保でき

る運営方法でＪＩＳ原案の作成を行うとともに、日本規格協会発行の「JIS原案作成のための手

引」を参考に、ＪＩＳ解説の作成を行うものとする。 

２ 乙は、原案作成委員会の構成、成果物の様式、諸手続等については、甲の指示に従うものとす

る。 

３ 乙は、原案作成委員会委員及び必要に応じて関係当事者に、手順書を事前に配布するものとす

る。 

４ 甲は、本契約に定める以外に、ＪＩＳ原案及びＪＩＳ解説の作成に必要な様式・手続等の追加

又は詳細が判明した場合には乙に当該情報を伝え、乙は甲の指示に従うものとする。  



 

（原案作成委員会の構成） 

第６条 乙は、原案作成委員会の設置に当たって利害関係者の各分野の意向を公正に取り入れるた

め、原案作成マニュアルⅠ．の２．のＪＩＳ原案作成委員会の委員構成に関する規定に適合させ

て、構成しなければならない。 

２ 原案作成委員会には、甲の職員を含めるものとする。 

 

（原案作成委員会の公開） 

第７条 原案作成委員会は、公開を原則とする。ただし、異議申立て等に係る調査・審議におい

て、委員及び甲が守秘義務を負うと委員長が判断した場合にはこの限りでない。 

 

（利害関係者の原案作成委員会への参加など） 

第８条 原案作成委員会には、参加を希望する委員以外の利害関係者が参加できるものとする（意

見陳述人、オブザーバとしての参加も含む。）。 

２ 委員以外の利害関係者が参加する場合、原則として、何らかの組織への所属、技術的な資格又

は特別な金銭的負担は求めないものとする。 

３ 委員以外の利害関係者から意見等が提出されたときは、当該意見等について調査・審議し、調

整に努めるものとする。 

４ 前項の調整が不調に終わった場合で、かつ、ＪＩＳ原案等を作成することが適当と委員会が判

断したときには、甲は当該意見陳述人に対して、パブリックコメントにおいて異議等の申立てが

できる旨を通知するものとする。 

 

（CSBとしてのパブリックコメントの実施） 

第９条 甲は、原案作成期間中に、CSBとしてのパブリックコメントを実施するものとする。 

２ パブリックコメントの受付期間は、パブリックコメントの開始から３０日以内とする。 

３ パブリックコメントを実施した結果、JIS原案等の閲覧等の申込みがあった場合には、次の事項

を確認の上、日時を調整し、承認するものとする。承認の際、甲は利害関係者から知り得た情報

について公開しない旨の誓約書を受領し、JIS原案等に対する秘密保持に努めることとする。 

（１）当該利害関係者の氏名 

（２）所属、所在地及び連絡法（メ－ルアドレス、電話番号） 

（３）利害関係者の分野 

４ 異議等の申立てがあった場合、乙は第13条によって、当該異議等について調査・審議し、原案

作成委員会と異議等申立て人との合意の形成に努めるものとする。 

 

（ＪＩＳ原案及びＪＩＳ解説書の作成） 

第10条 乙は、原案作成マニュアルⅠ．の４．の（１）に規定された「技術的内容について」に留

意し、ＪＩＳ原案の作成を行うものとする。 

 また、乙は、日本規格協会発行の「JIS原案作成のための手引」を参考に、ＪＩＳ原案の本体と附

属書（規定）に規定した事柄、及び附属書（参考）に記載した事柄、並びにこれらに関連した事



 

柄を説明するものとして、ＪＩＳ解説の作成を行い、同解説には、できる限り規格値の根拠、国

内法規、海外規格などとの関係、比較などを記載することとし、改正点が多い場合も改正した項

目ごとに、旧規格との変更点及びその理由を記載する。 

  なお、知的財産権については、乙がＪＩＳ原案及びＪＩＳ解説の作成時に所有又は認識する知

的財産権について調査するものとする。 

 

（ＪＩＳ原案に関連する知的財産権） 

第11条 乙は、第15条に規定する成果物の提出期限までに、次の各号を完了しておかなければなら

ない。 

（１）特許権者等との合意を取り付け、原案作成マニュアルⅠ．の４．の（２）に規定する「知的

財産権について」に定める声明書等を入手しておく。 

（２）ＪＩＳ原案が国際規格（ＩＳＯ及びＩＥＣが制定した国際規格を除く。）、海外の国家規格

及び団体規格、その他、他者の著作物を基礎とした場合、当該著作物に関する著作権者との調整

を完了しておく。 

 

（ＪＩＳ解説に関連する著作権） 

第12条 乙は、第15条に規定する成果物の提出期限までにＪＩＳ解説が国際規格（ＩＳＯ及びＩＥ

Ｃが制定した国際規格を含む。）、海外の国家規格及び団体規格、その他、他者の著作物を基礎

とした場合、著作権に関する著作権者との調整を完了しておかなければならない。 

 

（異議申立て等） 

第13条 乙は、ＪＩＳ原案に係る異議申立て等があった場合には、原案作成委員会を開催して調

査・審議し、当該異議申立て等及び当該異議申立て等に該当するＪＩＳ原案の取扱いについて決

定し、甲に報告するものとする。 

 

（成果物） 

第14条 乙は、共同作成事業における分担作業の成果として、次の成果物（以下「成果物」とい

う。）を甲に提出するものとする。 

（１）ＪＩＳ原案                                

（２）ＪＩＳ解説                                

（３）ＪＩＳ原案作成経過報告書（制定・改正）                

（４）ＪＩＳ原案作成経過報告書（廃止）※1                  

（５）ＪＩＳ制定・改正等に関する特許権等の扱いに係る声明書 

   （ＪＩＳＣ付議以前）※2                         １部 

（６）日本産業規格の制定／改正原案及び同規格に係る著作権の扱いに関する確認書  

（７）原案作成委員に関する個人情報の保護について（報告）            

（８）ＪＩＳ解説書における原案作成委員に関する個人情報の保護について（報告）  

（９）（１）～（８）の電子データを甲の指定する電子フォーマットにて、電子メールで提出す



 

る。 

  ※1 制定・改正に伴う規格の廃止がない場合は提出不要 

  ※2 工業所有権等を包含しない場合は提出不要 

 

（成果物の提出） 

第15条 成果物の提出期限は、20●●年●●月●●日までとする。 

２ 乙は、前項に定める提出期限までに成果物の提出ができないと予想される場合には、提出期限

以前かつ判明した段階で、その理由を記載した原案作成報告延期届１部を甲に提出する。ただ

し、延期の期間は原則１か月を限度とする。なお、乙は、関連する日本産業規格又は国際規格の

制定・改正等の理由により、成果物の納入が1か月を超えて延期する必要性が生じた場合には、甲

に速やかに報告するとともに、甲乙協議して、成果物の提出期限を変更することができるものと

する。 

３ 成果物の提出は、甲が成果物の内容の確認の終了をもって完了とする。 

  なお、成果物に瑕疵が認められた場合は、乙がその修正等の責を負うものとする。 

 

（成果物の様式等） 

第16条 第14条（１）及び（２）の成果物の様式は、ＪＩＳ Ｚ ８３０１に基づいていることとす

る。 

２ 前項の成果物は、所定のテンプレートを使用して作成することとする。 

３ 甲は、ＪＩＳ原案又はＪＩＳ解説の作成に必要な様式等が変更・追加になった場合には、前２

項の規定を変更・追加するものとする。 

 

（原案の中間提出） 

第17条 乙は、契約期間の中間段階でＪＩＳ原案を、予め甲乙協議による期日までに甲に提出しな

ければならない。 

２ 乙は、前項により提出したJIS原案への甲による確認事項に対し、原案作成委員会で協議した上

で、JIS原案を完成させなければならない。 

 

（原案作成委員会運営費の甲負担部分の請求及び支払い） 

第18条 乙は、第15条に定める成果物の受渡し完了後に、甲が規定する様式に従い第３条に規定す

る原案作成委員会運営費の甲負担部分に関する請求書を甲に提出するものとする。 

２ 甲は、乙に対し、前項規定の費用を甲の当該請求書受領月の翌月末迄に乙指定の銀行口座に送

金して支払うものとする。 

３ 甲は、第25条に基づき、乙を代表団体として第三者と共同作成事業を行った場合においても、

乙に第３条に規定した費用を支払うものとする。 

  なお、その内部配分は乙が責任をもって行うものとし、甲はこれに一切関与しないものとす

る。 

  



 

（成果物の所有権） 

第19条 成果物の所有権は、成果物の甲への提出が完了した時点で、乙から甲へ移転する。 

２ 前項の所有権移転前に生じた成果物の滅失・消去等については、甲に責めがある場合を除いて

乙の負担とし、所有権移転後に生じた成果物の滅失・消去等については、乙に責めがある場合を

除いて甲の負担とする。 

 

（著作権） 

第20条 成果物の著作権は、第15条によって成果物が甲に納入され、内容の確認等甲が規定する諸

手続を終了した時点で、甲乙共有（持分割合５０：５０）とする。 

 なお、第25条に基づき、乙を代表団体として第三者と共同作成事業を行った場合には、乙の持分

割合５０の中で乙と共同団体との間の持分割合を処理し、甲の持分割合５０は変更しないものと

する。 

２ 前項の規定にかかわらず、成果物のうちのＪＩＳ原案がＪＩＳとして制定・改正されない場合

は、ＪＩＳとして制定・改正されないことが判明した時点で、成果物の全ての著作権は甲に帰属

するものとする。 

３ 乙は、本条第１項の規定にかかわらず、甲の事前の書面による承諾がある場合、自己の著作権

を譲渡して成果物の著作権を全て甲に帰属させることができる。 

４ 乙は、本条第２項及び前項の場合には、甲又はその他の第三者に対して自己の著作者人格権を

行使しないものとする。 

５ 成果物の公表名義は、乙の著作権の譲渡及び著作者人格権の不行使にかかわらず、甲乙共同名

義（第25条に基づき、乙を代表団体として第三者と共同で原案共同作成事業を行った場合には、

当該第三者の名義も表示する。）とする。 

６ 乙は、成果物の著作権が甲乙共有である場合には、当該成果物の著作権行使について、本契約

のほか、別途甲乙間のＪＩＳ規格等著作物利用基本契約書に従うものとする。 

 

（主務大臣への申出） 

第21条 甲は、ＪＩＳ原案を産業標準化法第１２条に基づき、甲乙共同で主務大臣に申出ることが

できる。 

２ 甲及び乙は、前項において、ＪＩＳＣが別に定める著作権に係る取扱方針に従うものとする。 

３ 乙は、ＪＩＳ原案を主務大臣に申出る際、甲が編集上及び形式上の修正・改変を行うことがあ

ることを了承し、修正・改変に関して著作権及び著作者人格権を行使しないことに同意する。 

 

（ＪＩＳとなった際の著作者人格権の取扱い） 

第22条 乙は、ＪＩＳ原案がＪＩＳとして制定された場合（改正の場合を含む。）には、産業標準

化法に基づき、当該ＪＩＳの改正又は廃止があることを了承し、改正の際は当該改正に必要な範

囲で著作権及び著作者人格権を行使しないことに同意する。 

  



 

（内容の保証） 

第23条 乙は、甲に対し、ＪＩＳ原案及びＪＩＳ解説が著作権を含む知的財産権、名誉その他、第

三者の権利を侵害していないことを保証する。 

２ 乙は、前項にかかわらず、ＪＩＳ原案及びＪＩＳ解説が著作権を含む知的財産権、名誉その

他、第三者の権利を侵害したとして紛争が生じた場合には、自己の費用と責任でその紛争を解決

し、甲に何ら損害を与えないものとする。 

３ 甲及び乙は、前項の紛争が生じた場合には、相手方に対し速やかにこれを通知し、紛争解決に

協力するものとする。 

 

（委託の禁止） 

第24条 乙は、共同作成事業の全部又は一部を第三者に委託してはならない。 

２ 乙は、甲の事前の書面による承諾がある場合には、乙を代表団体として第三者と共同で共同作

成事業を行うことができる。 

 

（共同団体の届出） 

第25条 乙は、前条第２項に基づき、乙を代表団体として第三者と共同作成事業を行う場合には、

別途甲の定める様式によって共同団体を甲に届け出なければならない。 

２ 乙は、当該共同作成事業の全ての権限を乙に対して委任するよう当該共同団体に誓約させなけ

ればならない。 

３ 乙と共同団体との間の内部の取り決めについては、甲はこれに関与しない。 

 

（申出後のフォローアップ等の体制整備等） 

第26条 乙は、申出後のＪＩＳ原案、ＪＩＳ解説、ＪＩＳ等に対する質問への対応、及び見直しの

ための維持体制を整備し、申出後のフォローアップ及び見直しに係る調査について甲に協力する

ものとする。 

 

（契約の解除） 

第27条 甲又は乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当する場合は、相手方に通知催告すること

なく本契約を直ちに解除することができる。 

（１）本契約規定に違反し、相手方がこれの是正を書面にて求めた後、３０日を経過しても是正さ

れない場合 

（２）支払停止又は支払不能状態に陥った場合 

（３）解散した場合 

（４）原案作成委員会運営費として見積書と異なる不適切な使途が認められた場合、及び他の補助

金、調査研究費等との併用が認められた場合 

  



 

（秘密保持） 

第28条 甲及び乙は、本契約の履行に関連して知り得た相手方等の秘密情報（個人情報を含む。）

を秘密として保持し、契約終了後であっても、これを本契約目的以外の目的に自己利用、又は第

三者に開示漏洩してはならない。また、甲及び乙は委員会の運営に関係する全ての者（委員を含

む）に秘密保持について周知しなければならない。ただし、以下の場合はこの限りでない。 

（１）相手方から提供を受ける前に既に保有していた情報 

（２）相手方から提供を受ける前に既に公知であった情報 

（３）第三者から正当に入手した情報 

（４）相手方から提供を受けた情報によらず独自に開発・取得した情報 

（５）秘密保持義務違反することなく、既に公知となった情報 

（６）書面により相手方から事前の承諾を得た情報 

 

（秘密保持の有効期間） 

第29条 前条の規定は、本契約締結の日から１０年間有効に存続するものとする。 

 

（権利義務の譲渡の禁止） 

第30条 甲及び乙は、第24条に定める場合以外にも本契約上の地位並びに本契約から生じた権利及

び義務を、相手方の事前の書面による承諾なく、第三者に譲渡し、又は担保に供してはならな

い。 

 

（乙の解散等の特例） 

第31条 乙が清算その他法的に解散した場合には、甲の選択によって乙の有するＪＩＳ原案及びＪ

ＩＳ解説に関する著作権を甲に無償譲渡する。ただし、第25条に基づき、乙を代表団体として第

三者と共同作成事業を行い、当該共同団体が乙と著作権を共有する場合には、当該共同団体が乙

の著作権の譲渡を受けるものとする。 

２ 乙が他の団体と合併した場合には、合併後の団体が本契約及び個別契約に基づく乙の権利義務

を引き継ぐものとする。 

 

（修正・変更） 

第32条 本契約の修正・変更は、甲乙間の責任者の記名押印された文書による合意がない限り効力

は生じない。 

 

（協議） 

第33条 本契約に定めのない事項が生じた場合、又は本契約に関し疑義等が生じた場合には、双方

誠意をもって友好的に協議の上解決するものとする。 

  



 

（管轄裁判所） 

第34条 甲及び乙は、本契約に関し紛争が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審専属管轄裁判

所とすることに合意する。 

 

【書面での契約の場合】 

本契約締結の証として本書を２通作成し、甲乙それぞれ記名押印の上、各自１通を保有する。 

【電子での契約の場合】 

  甲と乙は、本契約の成立の証として、本電子契約ファイルを作成し、それぞれ電子署名を行う。

なお、本契約においては、電子データである本電子契約ファイルを原本とし、同ファイルを印刷した

文書はその写しとする。 

 

  20●●年●●月●●日 

                   甲    東京都港区三田3丁目13番12号 

                      一般財団法人日本規格協会 

                      理 事 長   朝日 弘 

 

 

                   乙  


